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　７月の祝日といえば「海の日」です。内閣府によると、海の恩恵に感謝するとともに海洋国日本

の繁栄を願う日だということです。

　掲載内容に関してご不明点等があれば、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
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給与等の源泉徴収事務に影響する改正のポイント

◆通勤時の駐車場代　非課税となるかの判断ポイント 

◆２０２６年度の労働保険の年度更新

◆企業はどのようなリスクを重視しているか



参考：財務省「令和 8年度税制改正」、国税庁「令和 8年 4月源泉所得税の改正のあらまし」他
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給与等の源泉徴収事務に影響する
改正のポイント

影響を及ぼす改正とは
　令和8年度税制改正では、令和7年度に続
き、物価上昇局面への対応が行われました。こ
れにより、令和8年分の所得税において、主に
次の項目が見直されています。

（1）給与所得控除
　給与所得控除の最低保障額が、特例分を含
めて次のとおり引き上げられました。

　ただし、上記範囲内であっても、下表のとお
り給与所得の金額が別途定められている場合
もあるため、注意が必要です。

（2）基礎控除
　基礎控除について、合計所得金額が2,350
万円以下の場合の控除額を62万円に引き上
げ、居住者のうち655万円以下には特例分を

加算した結果、下表のとおりとなります。

（3）扶養親族等の所得要件
　上記基礎控除の引き上げに伴い、次のとおり
要件が改正されました。

源泉徴収事務への反映時期
　令和8年の給与等に係る源泉徴収事務は、
令和7年と同様、11月まで変更はありません。
前記（1）および（2）の改正は12月の年末調整
時に、（3）の改正は12月1日以後に支払う給与
等から適用されます。

　なお、（1）および（2）の改正が「源泉徴収税
額表」に反映されるのは、令和9年分からです。 

令和7年度に続き、令和8年度税制改正においても、給与等の源泉徴収事務に影響する改正が
行われています。令和8年分に影響する改正の概要と反映時期を確認しましょう。 

合計所得金額 ［改正後］基礎控除額
（うち特例分）

489万円以下 104万円 （42万円）
489万円超655万円以下 67万円 （5万円）
655万円超2,350万円以下 62万円

（注）合計所得金額が2,350万円超の場合の基礎控除額に改正はない
参考： 国税庁「令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし」

給与等の収入金額 ［改正後］給与所得控除額
（うち特例分）

220万円以下 74万円 （5万円）
（注）給与等の収入金額が220万円超の場合の給与所得控除額に改正はない

給与等の収入金額 左記に係る給与所得の金額
69万1,000円以上
74万1,000円未満 なし

74万1,000円以上
219万1,000円未満 収入金額－74万円

219万1,000円以上
219万3,000円未満 145万1,000円

219万3,000円以上
219万6,000円未満 145万3,000円

219万6,000円以上
220万円未満 145万6,000円

参考： 国税庁「令和 8年4月源泉所得税の改正のあらまし」

区分 ［改正後］所得要件※

扶養親族
同一生計配偶者
ひとり親の生計を一にする子

62万円以下

特定親族 62万円超123万円以下
配偶者特別控除の対象とな
る配偶者 62万円超133万円以下

勤労学生 89万円以下
（※） 合計所得金額（ひとり親の生計を一にする子については総所得金額等の

合計額）の要件
出典： 国税庁「令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし」
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（※）国税庁「通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A（令和 8年 4月）」
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通勤時の駐車場代
非課税となるかの判断ポイント  

自宅付近は対象外
　今回の対象は、勤務先の周辺や、通勤で利用
する駅・停留所などの周辺にある駐車場等の
利用に限定されています。そのため、たとえば自自
宅付近にある駐車場等は対象外宅付近にある駐車場等は対象外となります。

駐輪場も対象
　通勤のために使用するものであれば、自転車
やバイクの駐輪場も「駐車場等」に含まれます。

2km未満は対象外
　今回の取扱いは、自動車等の交通用具を使
用して通勤する人が、一定の要件を満たす駐車
場等の料金を負担することを常例とする場合
に、対象となります。ただし、片道 2km未満で片道 2km未満で
ある人は除かれますある人は除かれます。これは単に通勤距離だけ
でなく、たとえば自宅から最寄り駅まで自動車
を利用する場合でも、その距離が片道2km未
満であれば、最寄り駅周辺に駐車する場合で
あっても対象外となります。

非課税限度額の計算
　対象となった場合の非課税限度額は、通勤
の状況に応じた非課税限度額に、1ヶ月あたり
の駐車場等の料金相当額（上限5,000円）を
含めた合計額となります。

会社が代わりに契約
　従業員が選んだ駐車場を会社が代わりに契
約し、その料金を負担した場合は、実態として、
駐車場代相当額の通勤手当を支給したのと変
わりません。そのため、通勤手当を支給したもの通勤手当を支給したもの
としてとして、非課税限度額の計算を行います。

　今回の取扱いは、原則、令和8年4月1日以
後に支払われるべき通勤手当に適用されてお
り、開始間もない制度です。そのため、疑問に感
じる点や判断に迷うケースもあります。実務で
適用する際には、事前の確認が重要です。 

通勤に係る駐車場代は、一定の要件を満たす場合に、月額5,000円を上限として通勤手当の非
課税限度額に含める取扱いとなりました。国税庁のQ&A※をもとに、実務上のポイントを整理し
ます。 

〇具体例〇具体例
【前提】
自動車を利用した通勤距離が片道50㎞で、勤務先近
くの駐車場（1ヶ月あたりの料金8,000円）を利用
［ 非課税限度額　37,300円 ］
（内訳）
　●  通勤距離に応じた非課税限度額
　  片道45㎞以上55㎞未満：32,300円
　●  1ヶ月あたりの駐車場等の料金相当額：5,000円
 　 （8,000円＞5,000円　∴5,000円）

通勤手当
課税される金額

支給額 内訳

ケース①
40,300円

・  通勤距離に応じ
た分32,300円

・  駐車場代分
8,000円

3,000円
（40,300円－37,300
円）

ケース②
35,000円

なし （内訳を区分
せず支給）

課税なし
（非課税限度額を下回
るため）

税理士法人 生駒



7月号 / 2026労務情報　 ROUMU INFOR M ATION

一部、申告書の送付が 
なくなります

　例年5月末から6月頭に、労働保険の年度更
新のための申告書が送付されます。一般に、紙
で申告を行う場合は、この申告書を用います。

　なお、2026年度から、労働保険の電子申請
が義務付けられている法人には、送付されませ
ん。代わりに、電子申請に必要な情報を記載し
た通知書等が送付されます。これは電子化に伴
う大きな流れの一環といえます。

2026年度の労働保険料率
　2026年度の労働保険料率の改定は、下表
のとおり実施されました。

　労働保険の年度更新における確定保険料・
概算保険料の計算では、各年度の保険料率を
用います。 2026年度は、改定のあった雇用保
険料率にご注意ください。

口座振替の利用
　労働保険料は、納付書での納付のほか、口
座振替でも納付できます。利用には、事前に手
続きが必要です。なお、労働保険事務組合に委
託している場合は、労働保険事務組合の指定
する期限をご確認ください。

2026年度の労働保険の年度更新
労働保険の年度更新では、前年度の確定保険料と今年度の概算保険料を計算し、6月1日から
7月10日までの間に申告・納付します。ここでは2026年度のポイントをまとめました。

●　 資本金、出資金または銀行等保有株式取
得機構に納付する拠出金の額が１億円を超
える法人

●　相互会社（保険業法）
●　 投資法人（投資信託及び投資法人に関する
法律）

●　特定目的会社（資産の流動化に関する法律）

2025年度の
確定保険料 ➡ 2025年度の保険料率

を用いて計算

2026年度の
概算保険料 ➡ 2026年度の保険料率

を用いて計算

■  紙の申告書が送付されない法人■  紙の申告書が送付されない法人
　 （電子申請が義務付けられている法人）　 （電子申請が義務付けられている法人）

労災保険率 変更なし
一般拠出金※1率 変更なし
雇用保険料率 2026年4月1日より改定

※1  石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金

■  2026年度の改定状況■  2026年度の改定状況

■  労働保険料の納期限等（2026年度）■  労働保険料の納期限等（2026年度）

第1期 第2期※2 第3期※2 第4期※3

7月10日 11月2日 2月1日 3月31日

口座振替を利用しない場合の納期限口座振替を利用しない場合の納期限

第1期 第2期※2 第3期※2 第4期※3

9月7日 11月16日 2月15日 3月31日

口座振替納付日口座振替納付日

※2  第2期、第3期は、延納が認められた場合に対象
※3  第4期は分割納付を利用している単独有期事業のみ対象

第2期から開始 第3期から開始 第4期から開始
8月14日 10月13日 1月7日

■ 口座振替の申込締切日（2026年度）■ 口座振替の申込締切日（2026年度）
全期・第1期の申込は、すでに締め切られているため、口座振
替に切り替えることはできません。第2期以降に口座振替に切
り替えるには、以下の期日までに手続きが必要です。

税理士法人 生駒
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7割がリスクを想定
　上記調査結果によると、回答企業全体の
72.3％がリスクを具体的に想定して経営を行っ
ていると回答しています。現在検討中も18.5％
となっており、あわせると90％を超えています。

地震のリスクが90％超に
　同調査結果から、リスクを具体的に想定して
経営を行っている企業と、現在検討中の企業が
重視しているリスクをまとめると、下表のとおり
です。

　全体では地震が91.4％で最も高く、次いで感
染症（新型インフルエンザ等）が59.3％となり
ました。なお、地震は企業規模を問わず最も高
くなっています。次いで感染症（新型インフルエ
ンザ等）が、すべての規模で2番目に高い状況
です。その他、火災・爆発、洪水 （津波以外） 、
通信（インターネット・電話）の途絶、津波など
を重視する企業が多くなりました。

　国際情勢の緊迫化によるリスクも高まる昨
今、事業環境の不確実性が増しています。貴社
ではどのようなリスクを想定し、対策を講じてい
るでしょうか。 

企業はどのようなリスクを
重視しているか
企業が事業を継続していくためには、経営環境の変化やリスクに対応していくことが求められま
す。ここでは今年3月に発表された調査結果※から、企業がどのようなリスクを想定しているか、ど
のようなリスクを重視しているかをみていきます。

※内閣府防災担当「令和 7年度企業の事業継続及び防災の取組に関する実態調査」
　企業規模別（大企業、中堅企業、その他企業）に分類した調査対象 5,052社に対し、2025年11月～12月に行われた調査です。有効回答数 1,759 社、
回収率は 34.8％です。企業規模の詳細等は次の URLのページから確認いただけます。 https://www.bousai.go.jp/kyoiku/kigyou/pdf/r7_chosa.pdf

企業が重視しているリスク （複数回答、％）

内閣府防災担当「令和7年度企業の事業継続及び防災の取組に関する実態調査」より作成

地震 津波 洪水 （津
波以外） 土砂災害 風害 雪害

感染症 
（新型イン
フルエンザ
等）

火災・爆発
大気・土壌 
・海洋汚染
等の環境
リスク

テロ・紛争
（国内外）

全体 91.4 42.8 47.9 19.4 25.1 18.8 59.3 49.5 9.5 11.9
大企業 96.7 60.1 63.4 31.0 36.3 26.0 71.1 58.3 16.0 22.6
中堅企業 92.2 46.5 48.1 20.7 23.7 18.8 62.0 43.9 7.3 7.6
その他企業 89.3 35.2 42.9 15.0 22.3 16.5 54.1 49.7 8.7 10.8

 他国から
のミサイル
攻撃

インフラ
（道路等の
交通インフ
ラ）の途絶

インフラ
（水道、ガ
ス等）の
途絶

通信 （イン
ターネット・
電話）の
途絶

外部委託
先のサー
バー・デー
タセンター
等情報シス
テムの停止

取引先企
業の倒産 
・事業中断

物流網の
断絶による
仕入品の
欠品

経営幹部
の突然の
喪失

テレワーク
等による
従業員と
のコミュニ
ケーション
不足

リスクを
特定して
いない

全体 4.9 27.5 27.6 47.4 28.8 18.8 15.7 6.8 5.9 0.5
大企業 12.2 37.8 34.9 57.7 45.1 30.0 28.4 9.4 6.1 0.2
中堅企業 2.6 27.8 30.8 48.0 27.2 17.4 16.7 6.4 5.9 0.0
その他企業 3.9 24.1 23.6 43.8 24.5 16.1 11.0 6.3 5.8 0.9

税理士法人 生駒
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人手不足感ありが8割に
　上記調査結果から企業の人手不足感をまと
めると表1のとおりです。

　人手不足感無しと回答した企業は19％で、8
割以上の企業で人手不足感があるという結果
になりました。中でも、求人を出しているが、人手
を確保できていない企業は59％と、人材確保
が難しい企業が多いこともわかります。
　なお企業規模別では、中小企業で人手不足
感がない割合が最も少なくなっています。

人材獲得策の強化に注力
　人手不足への対応策として、現状注力してい
る対応策（以下、現状）と今後注力していく取組
（以下、今後）を企業規模別にまとめると表2の
とおりです。
　現状では、企業規模を問わず人材獲得策の
強化とする企業が多いことがわかります。今後
についても同様です。
　現状と今後の差に注目すると、 A I活用と自
動化・省人化投資、 A Iロボティクスの活用は、
企業規模に関わらず、現状よりも今後の方が高
くなりました。人材不足への対応に、 AI等を取
り入れようとする企業が多いようです。
　人材不足への対応が必要な企業では、自社
の現状を分析し、 A I活用だけでなく自社ででき
るさまざまな対応策を実施していくことが重要
です。 

企業の人材不足への対応状況
人材不足の状態にある企業は、依然として少なくないと思われます。ここでは、今年4月に発表さ
れた調査結果※から、企業の人材不足の状況や人材不足への対応状況などをみていきます。

※財務省「全国財務局管内経済情勢報告概要（令和 8年 4月）地域企業の人材戦略（特別調査）」
　各財務局が管内経済情勢報告を取りまとめる際に、従来から継続的にヒアリングを行っている企業等を対象として、2026年3月上旬～ 4月上旬に行われた
調査で、回答企業数は（全国計 1,094 社）です。詳細は次の URLのページから確認いただけます。
https://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/kannai/202601/index.html

中小企業 中堅企業 大企業
現状 今後 現状 今後 現状 今後

人材獲得策の強化 77 67 79 65 79 65
既存従業員の配置転換、残業等での対応 39 25 42 26 43 31
多様な人材活用 39 35 35 38 43 38
既存従業員のリスキリング・高付加価値化 35 36 37 40 46 45
自動化・省人化投資 30 38 28 43 43 50
アウトソーシング 22 20 24 22 24 19
AI活用 18 31 26 39 39 51
AIロボティクスの活用 3 9 3 11 12 20
操業短縮 7 8 5 8 6 6

【表2】企業の人手不足への対応策と今後の取組 （複数回答、％）

財務省「地域企業の人材戦略（特別調査）」より作成

求人を出しているが、人手を確保できていない 59
求人を出したいが、人件費等が負担で出せない 2
人手不足感はあるが求人を出すほどではない 7
人手不足感はあるが、上記に該当無し 13
人手不足感無し 19

【表1】企業の人手不足感 （％）

財務省「地域企業の人材戦略（特別調査）」より作成

税理士法人 生駒



夏季休暇がある場合は、事前に取引先にお知らせするとともに、取引先の休暇状況も確認して
おきましょう。

　保険料免除・納付猶予が承認される期間は、原則として申請日にかかわらず、 7月から翌年6月まで（申請日が1月から6
月までの場合は、前年 7月から6月まで）の期間を審査し決定されます。

　7月1日現在の従業員（提出すべき被保険者全員）の4月から6月の報酬月額を「算定基礎届」により提出します。今年の
提出期間は、 7月1日から7月10日までです。

　2026年7月より、民間企業の障害者の法定雇用率が2.5％から2.7％に引き上げられ、対象となる企業の範囲も従業員
37.5人以上に拡大されます。自社の雇用率を確認するようにしましょう。

　この時季になると、屋外作業等で熱中症が発生しやすくなります。具体的な熱中症対策について、厚生労働省や総務省消防
庁、環境省の情報も参考にして対策を行いましょう。

　夏季休暇を実施する企業は、事前に取引先に日程の通知をすると同時に、先方の休暇の有無（ある場合は日程）の把握をし
ておきましょう。また、社内全体で一斉に休暇を取る場合は、主に次の対策をとっておきましょう。

◆防犯・防火対策　→　専門業者に依頼するのか、社内で当番を組むのか等の対策をしましょう。
◆郵便など配達物の扱い　→　 郵便局には休暇中の郵便物の配達を休止し、休暇明けに一括で受け取ることができるサー

ビスを受けるための所定の届出用紙があります。今までにこのサービスを受けたことがない
場合は、最寄りの郵便局へ問い合わせてみましょう。

◆休暇中に出勤する社員・社員の休暇中の連絡先の把握　→　緊急連絡に備えておきましょう。

　従業員が業務上の事故・疾病で1日から3日休業した場合は、四半期ごとにまとめて所轄の労働基準監督署に届け出ま
す。 7月末までに4月から6月分の報告を行いますが、休業が4日以上になった場合はその都度報告しなければいけません。

　7月は所得税（復興特別所得税を含む）の予定納税額の納付月となりますが、予定納税の義務のある人で、その年の申
告納税見積額が予定納税基準額に満たないと見込まれる場合には、予定納税額の減額に係る承認を申請することができ
ます。
　予定納税基準額とは、税務署が計算をして事前に通知する予定納税額をいい、予定納税基準額が15万円以上になる
場合に、予定納税が必要となります。この予定納税基準額は、所得税及び復興特別所得税の合計額で計算されています。

所得税の予定納税額の減額申請

労働者死傷病報告（休業4日未満）の提出

国民年金保険料免除・納付猶予制度の申請

健康保険・厚生年金の 「被保険者報酬月額算定基礎届」 提出

障害者の法定雇用率引き上げ

熱中症対策

夏季休暇にまつわる諸業務
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労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎届の提出期限があります。期限に遅れないよう、余
裕をもって進めましょう。

日 曜日 六曜 項　　目

1 水 先負

●社会保険の算定基礎届の提出 （～7月10日） 
●来春高校卒業予定者に対する学校への求人申込及び学校訪問開始 
●令和8年度全国安全週間 （～7月7日） 
●所得税の予定納税額の減額申請 （～7月15日） 

2 木 仏滅
3 金 大安
4 土 赤口
5 日 先勝
6 月 友引

7 火 先負 小暑

8 水 仏滅
9 木 大安

10 金 赤口

●源泉所得税・復興特別所得税・住民税等特別徴収分の納期限 （6月分） 
●源泉所得税の納期の特例の適用を受けている場合の源泉所得税の納期限 （1月～6月分） 
●労働保険の年度更新期限 （6月1日～） 
●社会保険の算定基礎届の提出期限 

11 土 先勝
12 日 友引
13 月 先負
14 火 赤口

15 水 先勝
●所得税の予定納税額の減額申請期限 
●高年齢者雇用状況報告書及び障害者雇用状況報告書の提出期限 

16 木 友引
17 金 先負
18 土 仏滅
19 日 大安
20 月 赤口 海の日
21 火 先勝
22 水 友引

23 木 先負 大暑

24 金 仏滅
25 土 大安
26 日 赤口
27 月 先勝
28 火 友引
29 水 先負
30 木 仏滅

31 金 大安

●健康保険・厚生年金保険料の支払期限 （6月分） 
●労働者死傷病報告書の提出期限 （休業4日未満の4月～6月の労災事故について報告） 
●固定資産税 （都市計画税）の納期限 （第2期分） ※市町村の条例で定める日まで 
●所得税の予定納税納期限 （第1期分）
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